
特定非営利活動法人 北海道ＮＰＯバンク
［登録番号 北海道知事（Ｔ３）石第 02630 号］

三ヶ月
み か づ き

ローン（短期小口融資）ご利用の手続き

三ヶ月
み か づ き

ローン利用権が必要となります。

三ヶ月ローン利用権を持っておらず、三ヶ月ローンを

利用したい場合、三ヶ月ローン利用権をまず取得して

頂きます。三ヶ月ローン利用権を取得できる資格があ

るかどうかチェックしてください。資格は以下の４項

目です。なお、三ヶ月ローン利用権と三ヶ月ローンを

同時に申し込むことは可能です。

次の全てに該当していることが必要です。

① ＮＰＯバンク事業組合員であること

（１万円以上出資すれば、誰でも組合員になれます）

② ＮＰＯ団体またはワーカーズ・コレクティブで

あること（法人格の有無は問いません）

③ 事業目的に社会性があること

④ 過去２年以内に北海道 NPO バンクから一般融資

を受け、直近の融資で遅延なく、かつ申し込み時

の返済計画通りに完済している実績があること。

① 三ヶ月ローン利用権申込書（所定の用紙）

② 決算書（１期分）

③ 予算計画書（融資年度分）

＊上記の書類が揃いましたら、北海道ＮＰＯバンク

事務局あてメール・ＦＡＸ・郵送または持参して

ください。

＊北海道ＮＰＯバンク事務局から申し込み書類を受

理したことを確認する連絡をいたします。

・審査委員による書面審査を行います。

・前回の一般融資時から代表者や事業内容の変更があっ

た場合、前回の一般融資が行政の受託事業のつなぎ融資

である場合、追加の書類の提出や面接をさせていただく

ことがあります。

・直近の試算表を提出していただくことがあります。

・審査の状況により、三ヶ月ローン利用権の供与をお断

りすることもあります。

・三ヶ月ローン利用権を獲得しますと、利用権有効期間

内は、常時三ヶ月ローンを申し込むことができます。
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三ヶ月
み か づ き

ローンのお申し込み

・三ヶ月ローン利用権をお持ちの団体で、利用権取得後

２年以内であること

① 三ヶ月ローン申込書（所定の用紙）

＊上記の書類を、北海道ＮＰＯバンク事務局あてメー

ル・ＦＡＸ・郵送または持参してください。事務局か

ら書類を受理した旨の確認の連絡をさせていただき

ます。

・書面審査を行います。

・審査の状況やＮＰＯバンク三ヶ月ローン資金枠等によ

り、御希望の融資額に添えない場合があります。

・融資が決定しますと、希望する金融機関口座へ希望金

額を振り込みます。北海道ＮＰＯバンク事務局から振

り込みの連絡をいたします。

・法律で定められた融資契約書類を郵送しますので、記

入・押印等のうえ、遅滞なく事務局まで返送してくだ

さい。

※ＮＰＯバンクの三ヶ月ローン枠を越える場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

融資までの流れ
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三ヶ月ローンを利用したい

三ヶ月ローン利用権をおもちですか？

三ヶ月ローンのお申し込み

三ヶ月ローンの融資決定

指定口座へ融資の振り込み

融資契約書の締結

三ヶ月ローン利用権取得

三ヶ月ローン利用権のお申し込み


